
109 110

113 114

117 118

121

126

127 128

129 130

122 123

124 125

（千円）

内 酒 類 事 業

売 上 高

売 上 原 価 （千円）

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 （千円）

（千円）

税 引 前 当 期 純 利 益

１月１日の直前に終了した事業年度（個
人事業者においては対象年度の12月31日
の属する年）における確定した決算の額

年 総 額
内 酒 類 事 業

従　業　員　給　与　額（注２）（千円）

資 本 金 （千円）

従 業 員 数（注１）

年 平 均
内 酒 類 事 業

月 日

　酒類製造業の売上高等ではなく、個人または法人で行っている事業全体の売上高等を記入してください。

自 年

別葉１

氏名又は名称

対象期間

事業年度（個人は令和　　年分）

（注）１　従業員数は原則年平均で記入してください。年間を通じて大きい変動がない場合（季節雇用の従業員がいない
　　　　など）は、事業年度末（個人は、12月末）の人数を記入していただいて構いません。

月 日

　対象年度の１月１日の直前に終了した事業年度（個人事業者においては対象年度の12月31日）における確定した
決算の額及び年平均の従業員数を記入してください。

至 年

（注）２　従業員給与額は年総額で記入してください。従業員給与額のうち、酒類事業に携わる従業員給与が区分できな
　　　　い場合には合理的に按分して記載してください。

リ ベ ー ト 取 引 額
内 酒 類 事 業

受 取 リ ベ ー ト （千円）

支 払 リ ベ ー ト （千円）



　暦年で記入できない場合は、事業年度で記入していただいても差し支えありません。その場合、具体的な期間を右上の「調査対象期間」欄に記入してください。

日本ワイン

日本ワイン
以 外

107 国 内 取 引 （ 税 抜 ） 108 輸 出 取 引

清 酒

輸 出 取 引 105 国 内 取 引 （ 税 抜 ） 106 輸 出 取 引国 内 取 引 102 輸 出 取 引 103 国 内 取 引

粉 末 酒

雑 酒

合 計

品 目 101

本 格 梅 酒

本 格 梅 酒
以 外

ス ピ リ ッ ツ

ビ ー ル

果

実

酒

ぶ
ど
う
を
原
料
と

し
た
も
の

そ の 他

 至　 　年   　 　月   　   　日

リ
キ
ュ
ー

ル

甘 味 果 実 酒

ウ イ ス キ ー

ブ ラ ン デ ー

原料用アルコール

発 泡 酒

そ の 他 の 醸 造 酒

連 続 式 蒸 留 焼 酎

単 式 蒸 留 焼 酎

み り ん

（千円） 内 Ｇ Ｉ 酒 類 の 売 上 金 額 （千円）

合 成 清 酒

104

別葉２

売 上 金 額

調査対象期間 氏 名 又 は 名 称

令和 年

　暦年における、「売上数量」及び「売上金額」を記入してください。

　「国内取引」及び「輸出取引」は、別紙１「輸出取引パターンフローチャート」及び別紙２「輸出取引のパターン分け」により区分してください。

売 上 数 量 （ﾘｯﾄﾙ） 内 Ｇ Ｉ 酒 類 の 売 上 数 量 （ﾘｯﾄﾙ）

調 査 対 象 期 間 （ 調 査 期 間 が 暦 年 以 外 の 場 合 ）

  自 年 月 日



別紙１

※　①又は④に該当した場合は別紙４「輸出取引のパターン分け」から、どのパターンとなるか御
　判断いただき、取引の区分を御確認ください。
※　②又は③に該当した場合は別紙４「輸出取引のパターン分け」から、取引の区分を御確認くだ
　さい。

輸出取引パターンフローチャート

【酒類製造者等】

卸売（小売）業者を通じて輸出

をしている。

小売業者を通じて輸出をしてい

る。

はいいいえ いいえはい

【卸売業者】

①

輸出取引のパターン

分け：パターン１、２、

３該当

②

輸出取引のパター

ン分け：パターン４

該当

③

輸出取引のパターン

分け：パターン２該

当

④

輸出取引のパター

ン分け：パターン１、

３該当



別紙２

取引の流れ 物の流れ

パターン１ 　
 酒類製造者等は卸売業者に販売、卸売業者は海外販売（輸出）

パターン２ 　
  ・①物の流れは酒類製造者等から小売業者に行くが、取引は酒類製造者等から卸売業者、卸売業者から小売業者
  ・②物の流れ及び取引は酒類製造者等から卸売業者、卸売業者から小売業者
　・③物の流れは酒類製造者等から直接海外に行くが、取引は酒類製造者等から卸売業者、卸売業者から小売業者

　

パターン３ 　
 物の流れは直接海外に行くが、取引は酒類製造者等から卸売業者

パターン４ 　
 酒類製造者等が直接海外販売（輸出）

輸出については、上記輸出取引のパターン分けの区分により、国内取引か輸出取引かに分かれます。
基本的な考え方としては、自社として直接海外と取引している場合のみ、輸出取引とします。
次の表を参考に取引ごとに国内取引か輸出取引か区分してください。

輸出取引のパターン分け

取引の区分

酒類製造者等 卸売業者

パターン１ 国内取引 輸出取引

パターン２ 国内取引 国内取引

パターン３ 国内取引 輸出取引

パターン４ 輸出取引

卸売業者

（輸出酒類の蔵置場、他）

卸売業者酒類製造者等

卸売業者

輸出免税

海外

海外酒類製造者等

酒類製造者等

酒類製造者等

海外

海外

輸出免税

小売業者

パターン２－①

海外

パターン２－②

パターン２－③

輸出免税未納税

課税移出

輸出免税


	01: 
	02: 
	03: 
	04: 
	05: 
	06: 
	07: 
	08: 
	09: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 
	18: 
	19: 
	20: 
	21: 
	22: 
	23: 
	24: 
	25: 
	26: 
	27: 
	28: 
	29: 
	30: 
	31: 
	32: 
	33: 
	34: 
	35: 
	36: 
	37: 
	38: 
	39: 
	40: 
	41: 
	42: 
	43: 
	44: 
	45: 
	46: 
	47: 
	48: 
	49: 
	50: 
	51: 
	52: 
	53: 
	54: 
	55: 
	56: 
	57: 
	58: 
	59: 
	60: 
	61: 
	62: 
	63: 
	64: 
	65: 
	66: 
	67: 
	68: 
	69: 
	70: 
	71: 
	72: 
	73: 
	74: 
	75: 
	76: 
	77: 
	78: 
	79: 
	80: 
	81: 
	82: 
	83: 
	84: 
	85: 
	86: 
	87: 
	88: 
	89: 
	90: 
	91: 
	92: 
	93: 
	94: 
	95: 
	96: 
	97: 
	98: 
	99: 
	100: 
	101: 
	102: 
	103: 
	104: 
	105: 
	106: 
	107: 
	108: 
	109: 
	110: 
	111: 
	112: 
	113: 
	114: 
	115: 
	116: 
	117: 
	118: 
	119: 
	120: 
	121: 
	122: 
	123: 
	124: 
	125: 
	126: 
	127: 
	128: 
	129: 
	130: 
	131: 
	132: 
	133: 
	134: 
	135: 
	136: 
	137: 
	138: 
	139: 
	140: 


